
都市計画税

　都市計画税は、市街化区域内の土地・家屋に対してかかる税金で、住み良い街づくりのために要する費用の一部
を負担していただくための目的税です。
　令和８年度は主に、下記の事業に使う予定です。

街路事業

（広畑幹線等）

93,900千円

(1.3%)

公園緑地整備事業等

（飾磨中央公園再整備等）

472,234千円

(6.4%)

姫路駅周辺整備、

区画整理事業等

（英賀保駅周辺土地

区画整理事業等）

371,811千円

（5.0%）

下水道施設整備事業等

（大日増補幹線等）

2,449,166千円

(33.0%)

公債費

4,023,910千円

(54.3%)

都市計画税の使いみち

令和８年度予算

都市計画税

7,411,021千円


